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事
実
の
概
要

本
判
決
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
事
実
関
係
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。被

告
人
は
、
北
九
州
市
所
在
の
医
療
法
人
Ｃ
病
院
で
看
護
師
と
し
て
勤

務
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

①
平
成
一
九
年
六
月
一
一
日
午
前
一
〇
時
一
五
分
こ
ろ
、
同
病
院
に
お
い

て
脳
梗
塞
症
等
の
治
療
の
た
め
入
院
中
の
Ｂ
（
当
時
八
九
年
）
に
対
し
、

そ
の
右
足
親
指
が
鉤
彎
爪
で
人
差
し
指
方
向
へ
爪
が
曲
が
っ
て
伸
び
て
い

た
こ
と
か
ら
、
爪
切
り
用
ニ
ッ
パ
ー
で
指
先
よ
り
も
深
く
爪
の
三
分
の
二

な
い
し
四
分
の
三
を
切
除
し
、
間
も
な
く
、
爪
床
に
に
じ
む
程
度
の
微
小

な
出
血
を
生
じ
さ
せ
、
ま
た
、

②
同
月
一
五
日
午
前
七
時
四
五
分
こ
ろ
、
同
病
院
に
お
い
て
ク
モ
膜
下
出

血
後
遺
症
等
の
治
療
の
た
め
入
院
中
の
Ａ
（
当
時
七
〇
年
）
に
対
し
、
そ

の
右
足
中
指
の
爪
を
覆
う
よ
う
に
縦
横
に
貼
ら
れ
て
い
た
絆
創
膏
を
剥
が

し
（
そ
の
際
、
爪
が
取
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
）、
爪
の
根
元
に
極
め

て
微
小
の
出
血
を
生
じ
さ
せ
、
さ
ら
に
、
Ａ
の
右
足
親
指
が
肥
厚
爪
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
爪
切
り
用
ニ
ッ
パ
ー
を
用
い
て
徐
々
に
切
り
進
み
、
指

先
よ
り
も
深
く
爪
の
八
割
方
を
切
除
し
、
間
も
な
く
、
爪
の
根
元
付
近
に

内
出
血
よ
う
の
状
況
を
生
じ
さ
せ
た
。

以
上
の
事
実
に
つ
き
、
被
告
人
は
、
Ａ
お
よ
び
Ｂ
の
各
爪
を
「
剥
離
」

さ
せ
る
傷
害
を
負
わ
せ
た
も
の
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。

第
一
審
判
決
（
福
岡
地
裁
小
倉
支
判
平
二
一
・
三
・
三
〇
）
は
、
被
告

人
の
捜
査
段
階
の
供
述
調
書
に
つ
き
、「
剥
離
」「
剥
い
だ
」
な
ど
の
文
言

が
殊
更
に
使
用
さ
れ
、
被
告
人
の
内
心
に
つ
い
て
も
誇
張
が
う
か
が
わ
れ

る
箇
所
が
あ
る
と
し
て
、検
察
官
主
張
の
被
告
人
の
行
為
態
様
に
つ
い
て
、

爪
の
「
剥
離
」
を
否
定
し
、
被
告
人
の
行
為
を
爪
切
り
行
為
で
あ
る
と
認

定
し
つ
つ
も
、
そ
の
動
機
・
目
的
等
に
関
す
る
捜
査
段
階
の
供
述
調
書
の

信
用
性
を
肯
定
し
た
う
え
で
、次
の
如
く
判
示
し
て
被
告
人
を
懲
役
六
月
、

刑
事
判
例
研
究

看
護
師
が
入
院
患
者
二
名
の
足
の
爪
を
剥
離

さ
せ
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
傷
害
二
件
の
事

案
に
つ
い
て
、
捜
査
段
階
の
自
白
の
信
用
性

を
否
定
し
、
一
部
は
傷
害
の
故
意
が
な
い
、

一
部
は
正
当
業
務
行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻

却
さ
れ
る
と
の
理
由
に
よ
り
、
無
罪
が
言
い

渡
さ
れ
た
事
例

山
　
川
　
秀
　
道
　

―
福
岡
高
裁
平
成
二
二
年
九
月
一
六
日
第
三
刑
事
部
判
決

平
二
一
（
う
）
二
二
八
号
　
傷
害
被
告
事
件
　
破
棄
自
判
・
無
罪
・
確
定

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
四
八
号
二
四
六
頁
―
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執
行
猶
予
三
年
に
処
し
た
。

看
護
師
が
、
患
者
の
た
め
の
フ
ッ
ト
ケ
ア
と
し
て
、
高
齢
者
等
の
爪
床

か
ら
浮
い
て
い
る
肥
厚
し
た
爪
を
指
先
よ
り
も
深
い
箇
所
ま
で
切
る
こ
と

は
、
看
護
師
の
業
務
で
あ
る
療
養
上
の
世
話
に
含
ま
れ
、
仮
に
、
そ
の
際

に
出
血
等
の
傷
害
を
生
じ
さ
せ
て
も
、
看
護
行
為
と
し
て
し
た
も
の
で
あ

れ
ば
、
正
当
業
務
行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
、
傷
害
罪
は
成
立
し

な
い
が
、
本
件
で
は
、「
被
告
人
は
、
患
者
の
た
め
の
ケ
ア
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
爪
切
り
行
為
に
熱
中
し
、
自
由
に
身
体
を
動
か
す
こ
と
も
話
す

こ
と
も
で
き
な
い
患
者
で
あ
る
の
を
よ
い
こ
と
に
、
痛
み
や
出
血
を
避
け

る
な
ど
患
者
の
た
め
の
配
慮
を
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
が
楽
し
み
と
す
る

爪
切
り
行
為
を
行
い
、
患
者
に
無
用
の
痛
み
と
出
血
を
伴
う
傷
害
を
負
わ

せ
て
」
お
り
、
ま
た
、
患
者
の
家
族
や
上
司
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
て
も
、

フ
ッ
ト
ケ
ア
で
あ
る
と
の
説
明
を
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
関
与
を
否
定

し
続
け
た
こ
と
、
上
司
か
ら
フ
ッ
ト
ケ
ア
を
し
な
い
よ
う
に
告
げ
ら
れ
た

後
に
Ａ
へ
の
行
為
に
及
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
に
照
ら
す
と
、「
被
告
人
は
、

本
件
の
各
行
為
を
、ケ
ア
目
的
で
は
な
く
行
っ
た
も
の
と
み
ざ
る
を
得
ず
、

看
護
行
為
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
い
」
か
ら
、
正
当
業
務
行
為
に
該

当
し
な
い
。

原
判
決
に
対
し
て
、
被
告
人
側
が
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
福
岡
高
裁
は
、

弁
護
人
の
控
訴
理
由
の
う
ち
、
訴
訟
手
続
の
法
令
違
反
に
つ
い
て
の
主
張

は
こ
れ
を
排
斥
し
た
が
、
事
実
誤
認
お
よ
び
法
令
適
用
の
誤
り
の
主
張
を

容
れ
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
う
え
で
、
次
の
如
く
自
判
し
た
。

判
旨

一
審
判
決
を
破
棄
す
る
。
被
告
人
は
無
罪
。

被
告
人
の
自
白
調
書
は
、
本
件
の
核
心
部
分
で
あ
る
行
為
態
様
に
つ
い

て
、
一
般
的
に
は
爪
床
と
生
着
し
て
い
る
爪
甲
を
無
理
に
取
り
去
っ
た
と

い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
る
「
剥
離
」
な
い
し
「
剥
い
だ
」
と
い
う
表
現
が

多
用
さ
れ
て
い
る
点
で
、
自
白
調
書
を
除
く
関
係
証
拠
に
よ
り
認
定
で
き

る
被
告
人
の
行
為
態
様
に
そ
ぐ
わ
な
い
内
容
で
あ
り
、
被
告
人
が
爪
ケ
ア

で
あ
る
と
説
明
し
て
も
、「
警
察
官
か
ら
、
爪
の
剥
離
行
為
で
あ
る
と
決

め
付
け
ら
れ
、
そ
の
旨
の
供
述
を
押
し
付
け
ら
れ
、
こ
れ
を
認
め
る
供
述

を
し
た
と
い
う
疑
い
を
容
れ
ざ
る
を
得
ず
」、「
被
告
人
の
捜
査
段
階
の
供

述
は
、
爪
の
剥
離
行
為
を
認
め
る
供
述
部
分
は
も
と
よ
り
、
そ
の
動
機
・

目
的
等
を
含
む
そ
の
余
の
部
分
も
含
め
、
被
告
人
の
真
意
を
反
映
せ
ず
、

捜
査
官
の
意
図
す
る
内
容
に
な
る
よ
う
押
し
付
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
誘
導

さ
れ
た
も
の
と
の
疑
い
が
残
」
る
の
で
、
被
告
人
の
捜
査
段
階
で
の
供
述

調
書
の
信
用
性
を
否
定
し
、
こ
れ
を
除
く
関
係
証
拠
に
よ
っ
て
、
被
告
人

の
行
為
及
び
結
果
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
本
件
各
公
訴
事
実
中
、
Ａ
の

右
足
中
指
の
爪
を
剥
離
さ
せ
た
と
い
う
点
は
、
被
告
人
が
、
経
過
観
察
の

た
め
に
、
浮
い
て
い
た
爪
を
覆
う
よ
う
に
縦
横
に
貼
ら
れ
て
い
た
絆
創
膏

を
剥
が
し
た
際
、
爪
が
取
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
爪
床
と
若
干
生

着
な
い
し
接
着
し
て
い
た
爪
甲
が
取
れ
て
爪
床
を
露
出
さ
せ
て
い
る
以

上
、
傷
害
行
為
に
は
当
る
が
、
被
告
人
に
は
傷
害
（
又
は
暴
行
）
の
故
意

が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
傷
害
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
。
ま
た
、
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Ｂ
及
び
Ａ
の
各
右
足
親
指
の
爪
を
剥
離
さ
せ
た
と
い
う
点
は
、
被
告
人
が

爪
切
り
用
ニ
ッ
パ
ー
で
指
先
よ
り
も
深
く
爪
を
切
除
し
、
本
来
、
爪
に
よ

っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
爪
床
部
分
を
露
出
さ
せ
て
皮
膚
の
一
部
で
あ
る
爪

床
を
無
防
備
な
状
態
に
さ
ら
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
」、
①
生
理
的
機
能

障
害
説
、
②
身
体
の
完
全
性
侵
害
説
、
③
折
衷
説
の
見
解
の
い
ず
れ
に
よ

っ
て
も
傷
害
行
為
に
当
た
り
、
傷
害
の
故
意
も
あ
る
の
で
傷
害
罪
の
構
成

要
件
に
該
当
す
る
。
そ
こ
で
、
Ｂ
及
び
Ａ
の
各
右
足
親
指
の
爪
を
切
っ
て

爪
床
を
露
出
さ
せ
た
行
為
が
、
正
当
業
務
行
為
と
し
て
、
そ
の
違
法
性
が

阻
却
さ
れ
る
か
否
か
検
討
す
る
に
、「
正
当
業
務
行
為
性
の
判
断
枠
組
と

し
て
は
、
一
般
に
、
行
為
の
目
的
だ
け
で
な
く
、
手
段
・
方
法
の
相
当
性

を
含
む
行
為
の
態
様
も
考
慮
し
つ
つ
、
全
体
的
な
見
地
か
ら
、
当
該
行
為

の
社
会
的
相
当
性
を
決
定
す
べ
き
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
本
件
の

よ
う
な
看
護
師
が
患
者
の
爪
を
切
り
、
爪
床
を
露
出
さ
せ
る
行
為
に
つ
い

て
具
体
化
す
る
と
、
当
該
行
為
が
、
①
看
護
の
目
的
で
な
さ
れ
、
②
看
護

行
為
と
し
て
必
要
で
あ
り
、
手
段
、
方
法
に
お
い
て
も
相
当
な
行
為
で
あ

れ
ば
、
正
当
業
務
行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
（
②
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
①
の
要
件
も

満
た
す
と
考
え
ら
れ
る
）。
な
お
、
患
者
本
人
又
は
そ
の
保
護
者
の
承
諾

又
は
推
定
的
承
諾
も
必
要
で
あ
り
、
本
件
で
も
ト
ラ
ブ
ル
回
避
の
た
め
に

は
個
別
的
に
爪
ケ
ア
の
必
要
性
等
を
説
明
し
て
承
諾
を
得
る
こ
と
が
望
ま

し
か
っ
た
と
い
え
る
が
、
一
般
に
入
院
患
者
の
場
合
は
、
入
院
時
に
示
さ

れ
る
入
院
診
療
計
画
を
患
者
本
人
又
は
患
者
家
族
が
承
認
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
爪
ケ
ア
も
含
め
て
包
括
的
に
承
諾
し
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が

で
き
、
本
件
で
も
そ
の
承
諾
が
あ
る
か
ら
（
略
）、
本
件
行
為
に
つ
い
て

の
個
別
的
な
承
諾
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
正
当
業
務
行
為
性
は
否
定
さ
れ

な
い
」。
ま
た
、
被
告
人
の
行
為
が
正
当
業
務
行
為
に
該
当
し
な
い
と
し

た
一
審
判
決
の
判
断
は
、「
爪
を
剥
ぐ
こ
と
自
体
を
楽
し
み
と
し
、
目
的

と
し
て
い
た
」
な
ど
と
い
う
信
用
で
き
な
い
被
告
人
の
捜
査
段
階
の
供
述

を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
是
認
で
き
な
い
。「
そ
う
す
る
と
、
被
告

人
が
Ｂ
及
び
Ａ
の
各
右
足
親
指
の
爪
切
り
を
行
っ
て
そ
の
爪
床
を
露
出
さ

せ
た
行
為
は
、
医
師
と
の
連
携
が
十
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
こ
と
、
結
果

的
に
微
小
な
が
ら
出
血
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
Ｂ
の
右
足
親
指
に
つ
い
て

は
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
ん
だ
綿
花
を
応
急
処
置
と
し
て
当
て
た
ま
ま
に
し
て

事
後
の
観
察
も
せ
ず
に
放
置
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
事
後
的
に
患
者
家
族

に
（
自
己
の
関
与
を
否
定
す
る
旨
の
…
筆
者
注
）
虚
偽
の
説
明
を
し
た
こ
と
な
ど
、

多
少
な
り
と
も
不
適
切
さ
を
指
摘
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
側
面
も
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
て
も
、
被
告
人
の
行
為
は
、
看
護
目
的
で

な
さ
れ
、
看
護
行
為
と
し
て
、
必
要
性
が
あ
り
、
手
段
、
方
法
も
相
当
と

い
え
る
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
正
当
業
務
行
為
と
し
て
、

違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」。

研
究

一
、
本
件
は
、
看
護
師
に
よ
る
爪
切
り
等
の
行
為
が
、
看
護
業
務
の
正
当

な
範
囲
内
に
あ
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
事
件

の
発
生
当
初
、「
爪
剥
ぎ
事
件
」
と
し
て
注
目
を
集
め
た
事
件
で
も
あ
る

（
１
）

。

ま
た
、
本
判
決
は
、
看
護
師
に
よ
る
看
護
行
為
の
適
法
性
に
つ
い
て
判
示
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し
た
、
お
そ
ら
く
初
の
刑
事
裁
判
例
で
あ
る
。
本
判
決
の
論
点
と
し
て
、

自
白
の
信
用
性
と
い
っ
た
証
拠
法
上
の
問
題
も
あ
る
が
、
本
研
究
に
お
い

て
は
、
看
護
行
為
が
正
当
業
務
行
為
と
し
て
適
法
と
看
做
さ
れ
る
た
め
の

要
件
と
判
断
基
準
を
検
討
し
、
こ
れ
に
関
連
す
る
限
り
で
前
者
の
問
題
に

言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
、
正
当
な
業
務
に
よ
る
行
為
と
は
、
法
令
に
直
接
の
規
定
が
な
く
て
も
、

社
会
観
念
上
正
当
と
認
め
ら
れ
る
業
務
行
為
の
こ
と
を
い
う
（
大
判
昭
五
・

七
・
四
評
論
一
九
巻
諸
法
五
四
四
頁
、
東
京
地
判
昭
二
五
・
四
・
一
四
裁
時
五
八
号
四

頁
）。
そ
の
典
型
例
は
、
弁
護
活
動
、
医
療
行
為
、
報
道
業
務
な
ど
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
通
説
的
理
解
に
よ
れ
ば
、
刑
法
三
五
条
後
段
は
、
正
当
業

務
行
為
に
限
ら
ず
、
正
当
行
為
一
般
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
す
る
趣
旨
を

含
む
と
解
さ
れ
て
い
る
（
大
阪
高
判
昭
五
二
・
二
・
七
判
時
八
六
三
号
一
二
〇
頁
）
（
２
）

。

し
た
が
っ
て
、
正
当
業
務
行
為
の
適
法
性
が
問
題
と
な
る
場
合
に
も
、
実

際
に
決
定
的
な
の
は
、
行
為
が
法
秩
序
全
体
の
見
地
か
ら
み
て
許
容
さ
れ

る
か
ど
う
か
で
あ
る
か
ら
、「
業
務
性
」
自
体
に
大
し
た
意
味
は
な
く
、

こ
の
条
項
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る

（
３
）

。
確
か
に
、「
正

当
な
業
務
行
為
と
し
て
違
法
性
を
阻
却
す
る
た
め
に
は
、
業
務
そ
の
も
の

が
正
当
で
あ
る
と
と
も
に
、
行
為
そ
の
も
の
が
正
当
な
範
囲
に
属
す
る
こ

と
を
要
す
る
」（
神
戸
簡
判
昭
五
〇
・
二
・
二
〇
刑
月
七
巻
二
号
一
〇
四
　
﹇
一
一
二
﹈

頁
）
以
上
、
単
に
、
行
為
が
あ
る
業
務
に
適
合
す
る
よ
う
に
見
え
る
だ
け

で
な
く
、
進
ん
で
、
当
該
行
為
が
、
正
当
な
業
務
の
正
当
な
範
囲
に
属
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

（
４
）

。
そ
れ
故
、
結
局
は
、
業
務
上
「
正
当
」
な
行
為

で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
、
実
質
的
違
法

性
の
有
無
の
判
断
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う

（
５
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
行
為

が
業
務
上
「
正
当
」
な
範
囲
に
属
す
る
か
否
か
の
判
断
が
実
質
的
違
法
性

の
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
判
断
は
、
業
務
活
動
の
性
質
・
内
容
に

大
き
く
依
存
す
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
後
述
す
る
治
療
行
為
の
適

法
要
件
は
、
他
で
も
な
く
、
治
療
と
い
う
目
的
の
正
当
性
、
社
会
的
必
要

性
・
有
用
性
、
医
的
侵
襲
な
ど
に
鑑
み
て
導
か
れ
る
要
件
で
あ
り
、
こ
れ

は
治
療
行
為
に
固
有
の
要
件
で
あ
る
。
そ
し
て
、
業
務
行
為
の
適
法
性
を

判
断
す
る
際
に
は
、
治
療
行
為
に
お
け
る
医
術
的
正
当
性
の
よ
う
な
、
業

務
上
の
行
為
準
則
が
大
き
な
役
割
を
担
う
こ
と
は
疑
い
な
い

（
６
）

。
ま
た
、
社

会
的
必
要
性
・
有
用
性
が
大
き
く
、
な
お
か
つ
、
法
益
侵
害
の
リ
ス
ク
の

小
さ
い
業
務
活
動
は
、
適
法
要
件
が
緩
や
か
に
設
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る

し
、
社
会
的
必
要
性
・
有
用
性
と
と
も
に
、
法
益
侵
害
の
リ
ス
ク
も
大
き

い
業
務
に
つ
い
て
は
、
正
当
化
要
件
が
比
較
的
厳
格
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
弁
護
活
動
、
治
療
行
為
、
報
道
業
務
な
ど
は
、
社
会
的
必
要
性
・
有

用
性
が
大
き
く
、
そ
の
目
的
も
一
般
的
に
は
正
当
で
あ
る
が
、
法
益
侵
害

の
リ
ス
ク
も
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
と
い
う
業
務
の
典
型
で
あ
り
、
そ
う

し
た
業
務
上
の
性
質
に
応
じ
て
適
法
性
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
三
五
条
後
段
が
業
務
行
為
に
限
ら
ず
正
当
行
為
一
般
を
含
む

趣
旨
で
あ
る
と
は
い
え
、
業
務
の
内
容
・
性
質
は
、
行
為
の
適
法
性
を
判

断
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
基
準
を
提
供
す
る
の
で
あ
り
、「
正
当
業
務

行
為
性
」
に
は
意
義
が
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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53－ 看護師が入院患者二名の足の爪を剥離させたとして起訴された傷害二件の事案について、捜査段階の自白の信用性を否定し、
一部は傷害の故意がない、一部は正当業務行為として違法性が阻却されるとの理由により、無罪が言い渡された事例（山川）

三
、
そ
こ
で
、
本
件
で
は
、
ま
ず
、
爪
白
癬
（
爪
の
水
虫
）
に
罹
患
し
て
い

る
疑
い
の
強
い
肥
厚
爪
、
鉤
彎
爪
へ
の
処
置
が
、
果
た
し
て
、
看
護
業
務

に
属
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
医
業
に
属
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ

と
い
う
の
も
、
看
護
行
為
と
医
行
為
で
は
想
定
さ
れ
る
侵
襲
の
程
度
が
異

な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
適
法
性
の
判
断
に
大
き
く
影
響
す
る
事

情
だ
か
ら
で
あ
る
。

看
護
師
の
業
務
は
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
以
下
、
保
助
看
法
と
い

う
）
五
条
を
根
拠
に
、
療
養
上
の
世
話
と
診
療
の
補
助
か
ら
成
る
と
い
う

理
解
が
確
立
し
て
い
る
。
療
養
上
の
世
話
は
、
患
者
の
日
常
生
活
を
援
助

す
る
と
い
う
、
看
護
師
の
本
来
的
業
務
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
、
看
護
師

独
自
の
裁
量
で
行
わ
れ
得
る
の
に
対
し
て
、
診
療
の
補
助
は
、
医
師
の
包

括
的
な
い
し
具
体
的
指
示
の
下
で
、
比
較
的
危
険
性
の
低
い
医
行
為
を
看

護
師
が
分
担
ま
た
は
代
行
す
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る

（
７
）

。
こ
れ

に
対
し
て
、
医
業
の
概
念
は
、
複
雑
多
岐
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
、「
医

師
が
行
う
の
で
な
け
れ
ば
保
健
衛
生
上
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
行

為
」（
最
判
昭
三
〇
・
五
・
二
四
刑
集
九
巻
七
号
一
〇
九
三
頁
）
を
反
復
継
続
の
意

思
を
も
っ
て
行
う
こ
と
（
大
判
大
五
・
二
・
五
刑
録
二
二
輯
一
〇
九
頁
）
を
意
味

す
る
と
解
す
る
の
が
支
配
的
で
あ
る

（
８
）

。

と
こ
ろ
で
、
平
成
一
七
年
七
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知

（
医
政
発
第
〇
七
二
六
〇
〇
五
号
）
に
よ
れ
ば
、
特
に
異
常
の
な
い
爪
の
爪
切

り
、
や
す
り
が
け
に
つ
い
て
は
、
医
師
法
一
七
条
、
歯
科
医
師
法
一
七
条

及
び
保
助
看
法
三
一
条
に
規
定
さ
れ
る
業
務
独
占
の
対
象
外
で
あ
り
、

（
歯
科
）
医
師
、
看
護
師
の
資
格
を
も
た
な
い
者
（
介
護
者
）
も
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
裏
返
せ
ば
、
本
件
の
よ
う
に
、
爪
白
癬
に

罹
患
し
て
い
る
疑
い
の
強
い
肥
厚
爪
、
鉤
彎
爪
の
よ
う
な
病
変
爪
に
つ
い

て
は
、
医
師
ま
た
は
看
護
師
の
独
占
業
務
に
属
す
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か

し
、
本
件
の
よ
う
な
病
変
爪
へ
の
処
置
が
、
果
た
し
て
医
業
ま
た
は
看
護

業
務
の
い
ず
れ
に
属
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
れ
故
、
本
件
で
は
、

こ
の
点
が
争
点
の
一
つ
と
な
り
、
証
人
で
あ
る
専
門
家
の
間
で
も
意
見
が

分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
衛
生
上
の
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

本
件
の
ご
と
き
爪
切
除
は
医
師
が
行
う
べ
き
行
為
で
あ
る
」
と
の
証
言
も

あ
る
が
、
反
対
に
、「
被
告
人
の
行
為
は
爪
ケ
ア
と
し
て
適
切
で
あ
る
」

と
の
証
言
も
少
な
く
な
く
、
原
判
決
も
、
被
告
人
の
行
為
は
療
養
上
の
世

話
に
含
ま
れ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
判
決
の
立
場
は
判
文

上
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
判
決
が
、「
肥
厚
爪
や
鉤
彎
爪
は
、

そ
の
リ
ス
ク
（
病
変
等
に
よ
り
肥
厚
、
変
形
し
て
い
る
爪
が
、
布
団
に
引
っ
か
か
り
、

剥
が
れ
た
り
出
血
し
た
り
す
る
な
ど
の
リ
ス
ク
…
筆
者
注
）
回
避
の
た
め
、
容
易
に

切
り
取
れ
る
部
分
ま
で
切
り
取
る
こ
と
は
、
療
養
上
の
世
話
と
し
て
の
看

護
行
為
と
し
て
許
容
で
き
る
手
法
で
あ
る
」
と
証
言
す
る
証
人
Ｎ
医
師
の

鑑
定
書
及
び
供
述
を
、
本
件
関
係
証
拠
上
、
最
も
信
用
性
が
高
い
と
評
価

し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
お
そ
ら
く
、
本
判
決
も
、
本
件
爪
ケ
ア
を

「
療
養
上
の
世
話
」
に
位
置
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
フ
ッ
ト
ケ
ア
は
、

未
だ
必
ず
し
も
看
護
業
務
と
し
て
確
立
し
た
領
域
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る

が
、
こ
の
分
野
の
専
門
家
の
間
で
は
、
爪
ケ
ア
を
療
養
上
の
世
話
と
し
て

説
明
す
る
見
解
が
多
い
よ
う
で
あ
る

（
９
）

。
ま
た
、
現
実
問
題
と
し
て
、
医
師

に
は
医
療
的
フ
ッ
ト
ケ
ア
の
た
め
の
十
分
な
時
間
が
取
れ
な
い
た
め
、
看
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護
師
が
最
も
適
任
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
も
あ
る

（
10
）

。
加
え
て
、
本
件
被
害
者

の
爪
は
、
高
齢
者
の
病
変
爪
と
は
い
え
、
比
較
的
軽
症
で
あ
り
、
介
護
者

の
行
う
爪
切
り
と
比
較
し
て
も
危
険
性
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
爪
ケ
ア
が
「
療
養
上
の
世
話
」
に
あ
た
る

と
い
う
判
断
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

四
、
そ
こ
で
、
本
件
で
問
題
と
な
る
の
は
、
看
護
業
務
と
し
て
の
正
当
業

務
行
為
の
当
否
で
あ
る
。
看
護
自
体
の
適
法
要
件
を
詳
細
に
検
討
し
た
刑

事
裁
判
例
お
よ
び
学
説
は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
治
療
行
為
を
中
心
と
し

た
医
療
行
為
の
適
法
要
件
を
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
学
説
上
、
医
療
行
為
は
、
医
師
・
看
護
師
等
の
医
療
関
係
者
が
、

人
の
傷
病
を
治
療
ま
た
は
予
防
す
る
目
的
で
、
そ
の
承
諾
の
も
と
に
、
医

学
上
認
め
ら
れ
た
学
理
お
よ
び
技
術
に
し
た
が
っ
て
行
う
診
察
、
検
査
、

投
薬
、
注
射
、
麻
酔
、
手
術
な
ど
を
い
い
、
治
療
行
為
は
、「
治
療
の
目

的
で
、
傷
病
者
本
人
、
ま
た
は
そ
の
保
護
者
の
承
諾
も
し
く
は
推
定
的
承

諾
の
も
と
に
、
医
学
上
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
方
法
に
よ
っ
て
、
人
の

身
体
を
傷
つ
け
る
行
為
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る

（
11
）

。
こ
れ
ら
の
定
義
は
、

正
当
な
治
療
（
医
療
）
行
為
を
想
定
し
た
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
治
療
行
為
の
適
法
要
件
は
、
治
療
目
的
、
本
人
ま

た
は
そ
の
保
護
者
の
（
推
定
的
）
同
意
、
医
学
上
承
認
さ
れ
た
方
法
に
よ

る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
治
療
は
、
医
学
的
適
応
性
、
医
術
的
正
当
性
、

患
者
ま
た
は
そ
の
保
護
者
の
同
意
を
備
え
た
処
置
で
あ
る
と
き
に
適
法
で

あ
る
と
さ
れ
る
場
合
に
も

（
12
）

、
そ
の
含
意
に
細
か
な
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

概
ね
同
じ
内
容
を
意
味
す
る
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う

（
13
）

。

次
に
、
医
療
行
為
に
関
す
る
刑
事
裁
判
例
は
、
医
療
過
誤
事
件
が
そ
の

大
半
を
占
め
て
お
り
、
適
法
性
が
争
わ
れ
た
事
例
は
余
り
多
く
な
い
。
そ

の
た
め
、
医
療
行
為
の
適
法
要
件
は
、
判
例
上
、
未
だ
確
立
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
が
、
主
に
、
治
療
の
必
要
性
、
手
段
の
相
当
性

が
検
討
さ
れ
て
お
り
（
大
判
昭
一
一
・
四
・
二
八
判
決
全
集
三
輯
五
号
三
一
頁
、
大

判
昭
一
〇
・
五
・
二
五
〔
大
〕
刑
集
一
四
巻
八
號
五
七
〇
頁
、
釧
路
地
判
昭
四
七
・
四
・

五
刑
月
四
巻
四
号
七
一
七
頁
、
大
阪
高
判
昭
五
二
・
一
二
・
二
三
判
時
八
九
七
号
一
二
四

頁
等
）、
さ
ら
に
患
者
の
同
意
、
緊
急
性
な
ど
の
要
素
が
事
案
ご
と
に
考

慮
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
東
京
高
判
平
九
・
八
・
四
高
刑
集
五
〇
巻
二
号
一

三
〇
頁
、
最
決
平
一
七
・
七
・
一
九
刑
集
五
九
巻
六
号
六
〇
〇
頁
等
。
ま
た
、
看
護
行
為

を
適
法
と
し
た
民
事
判
例
に
、
最
判
平
二
二
・
一
・
二
六
民
集
六
四
巻
一
号
二
一
九
頁
が

あ
る
）。
特
に
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ー
ボ
ー
イ
事
件
に
つ
い
て
の
東
京
高
裁

昭
和
四
五
年
一
一
月
一
一
日
判
決
（
高
刑
集
二
三
巻
四
号
七
五
九
頁
）
が
性
転

換
手
術
の
適
法
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
内
容
は
、
学
説
上
の
適
法
要

件
と
整
合
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
判
決
は
、
産
婦
人
科
医
で
あ
る
被

告
人
が
、
三
名
の
性
転
向
症
者
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
性
転
換
手
術
を
求
め
ら

れ
る
が
ま
ま
睾
丸
摘
出
手
術
を
施
し
た
事
案
に
つ
き
、
性
転
換
手
術
の
医

学
的
意
義
、
行
為
者
の
施
術
能
力
、
患
者
の
同
意
の
存
在
を
一
応
認
め
つ

つ
も
、
さ
ら
に
、
当
該
手
術
が
正
当
な
医
療
行
為
で
あ
る
と
い
い
う
る
た

め
の
要
件
と
し
て
、
性
転
向
症
治
療
の
目
的
、
治
療
手
段
と
し
て
の
手
術

の
必
要
性
、治
療
方
法
の
医
学
的
承
認
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、

当
該
手
術
を
正
当
な
医
療
行
為
と
断
定
す
る
に
足
ら
な
い
と
判
断
し
て
い
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る
。
以
上
の
よ
う
に
、
判
例
・
学
説
の
大
勢
は
、
医
療
ま
た
は
治
療
行
為

の
適
法
性
に
つ
き
、
主
と
し
て
、
①
医
療
（
治
療
）
目
的
、
②
医
学
上
の

必
要
性
・
相
当
性
、（
③
患
者
の
同
意
）
な
ど
の
要
素
を
必
要
と
す
る
傾

向
に
あ
り

（
14
）

、
本
判
決
も
、
こ
の
流
れ
に
沿
う
も
の
と
い
え
る
。

五
、
本
判
決
は
正
当
業
務
行
為
性
の
判
断
枠
組
と
し
て
、「
一
般
に
、
行

為
の
目
的
だ
け
で
な
く
、
手
段
・
方
法
の
相
当
性
を
含
む
行
為
の
態
様
も

考
慮
し
つ
つ
、
全
体
的
な
見
地
か
ら
、
当
該
行
為
の
社
会
的
相
当
性
を
決

定
す
べ
き
」
と
解
し
な
が
ら
、「
こ
れ
を
本
件
の
よ
う
な
看
護
師
が
患
者

の
爪
を
切
り
、
爪
床
を
露
出
さ
せ
る
行
為
に
つ
い
て
具
体
化
す
る
と
、
当

該
行
為
が
、
①
看
護
の
目
的
で
な
さ
れ
、
②
看
護
行
為
と
し
て
必
要
で
あ

り
、
手
段
、
方
法
に
お
い
て
も
相
当
な
行
為
で
あ
れ
ば
、
正
当
業
務
行
為

と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
②
の
要
件
を
満
た

す
場
合
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
①
の
要
件
も
満
た
す
と
考
え
ら
れ

る
）」
と
判
示
し
て
い
る
。

前
述
の
如
く
、
刑
法
三
五
条
後
段
は
、
正
当
行
為
一
般
を
含
む
と
理
解

さ
れ
て
お
り
、
本
判
決
が
提
示
す
る
正
当
業
務
行
為
性
の
判
断
枠
組
も
ま

た
、
実
質
的
違
法
性
の
判
断
枠
組
で
あ
る
と
い
え
る
。
判
例
は
、
正
当
行

為
の
実
質
的
違
法
性
の
判
断
に
つ
い
て
、「
行
為
の
目
的
だ
け
で
な
く
、

手
段
・
方
法
の
相
当
性
を
含
む
行
為
の
態
様
も
考
慮
し
つ
つ
、
全
体
的
な

見
地
か
ら
、
当
該
行
為
の
社
会
的
相
当
性
を
決
定
し
て
い
る

（
15
）

」
と
解
さ
れ

て
い
る
（
最
決
昭
五
三
・
五
・
三
一
刑
集
三
二
巻
三
号
四
五
七
頁
、
最
決
昭
五
五
・
一

一
・
一
三
刑
集
三
四
巻
六
号
三
九
六
頁
、
最
決
平
一
五
・
三
・
一
八
刑
集
五
七
巻
三
号
三

七
一
頁
、
最
決
平
一
七
・
一
二
・
六
刑
集
五
九
巻
一
〇
号
一
九
〇
一
頁
等（
16
））。

本
判
決

も
、
こ
の
よ
う
な
判
例
理
論
の
流
れ
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
重
要
な
の
は
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
法
秩
序
全
体
の
見

地
か
ら
為
さ
れ
る
抽
象
的
な
判
断
で
は
な
く
て
、
看
護
行
為
が
如
何
な
る

要
件
の
下
に
適
法
と
判
断
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

看
護
業
務
は
少
な
か
ら
ず
法
益
侵
害
の
リ
ス
ク
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、

看
護
活
動
が
社
会
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
に
不
可
避
的

に
付
随
す
る
侵
襲
は
社
会
的
に
相
当
な
活
動
の
範
囲
内
に
あ
り
、
原
則
と

し
て
適
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
益
侵
害
が
、
意
図
的
に
ま
た
は
不
注
意

に
、
看
護
活
動
に
通
常
伴
う
侵
襲
の
範
疇
か
ら
逸
脱
し
て
惹
起
さ
れ
た
場

合
に
は
、
当
然
、
違
法
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
看
護
行
為
が
、
看

護
業
務
の
正
当
な
範
囲
内
に
属
す
る
か
否
か
を
決
す
る
に
は
、
本
判
決
の

摘
示
す
る
、
①
看
護
の
目
的
、
②
看
護
行
為
と
し
て
の
必
要
性
、
手
段
・

方
法
の
相
当
性
（
③
患
者
本
人
又
は
そ
の
保
護
者
の
包
括
的
承
諾
）
が
重

要
な
判
断
要
素
と
な
る
。
本
件
の
よ
う
な
病
変
爪
の
ケ
ア
は
、
看
護
業
務

に
含
ま
れ
る
と
い
え
ど
も
、
治
療
的
性
質
が
強
く
、
行
為
後
に
微
少
な
が

ら
も
出
血
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
判
決
が
、
治
療
行
為
の
適
法

要
件
に
準
じ
た
か
た
ち
で
本
件
看
護
行
為
の
適
法
性
を
検
討
し
て
い
る
の

は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
看
護
行
為
に
伴
う
侵
襲
は
、
手
術
等
を

中
心
と
す
る
治
療
行
為
の
侵
襲
よ
り
も
は
る
か
に
小
さ
い

（
17
）

。
そ
れ
故
、
看

護
行
為
の
適
法
要
件
は
、
治
療
行
為
よ
り
も
緩
や
か
に
解
さ
れ
る
べ
き
こ

と
に
注
意
を
要
す
る
。
本
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
点
は
、
特
に
、
①
看
護

目
的
お
よ
び
③
患
者
の
同
意
の
面
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以

003廣島法學_山川先生縦2段-2  12.7.11 2:47 PM  ページ 55



広島法学　36 巻１号（2012 年）－56

下
、
本
件
行
為
の
看
護
業
務
と
し
て
の
適
法
性
に
つ
き
、
具
体
的
に
、
①

看
護
の
目
的
、
②
看
護
行
為
と
し
て
の
必
要
性
、
手
段
・
方
法
の
相
当
性
、

③
患
者
の
同
意
を
検
討
す
る
。

と
こ
ろ
で
、本
件
に
お
け
る
最
大
の
争
点
は
①
の
要
件
で
あ
る
と
こ
ろ
、

「
②
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
①
の
要
件
も
満

た
す
と
考
え
ら
れ
る
」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
②
の
要
件
か
ら
検
討

す
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
本
件
患
者
Ａ
及
び
Ｂ
の
各
爪
が
肥
厚
爪
ま
た
は
鉤
彎
爪
の
病
変
爪
で

あ
っ
た
点
に
争
い
は
な
く
、
ま
た
、
Ａ
の
爪
に
つ
い
て
は
、
爪
白
癬
の
罹

患
が
強
く
疑
わ
れ
る
こ
と
が
証
言
等
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

故
、
こ
れ
ら
の
爪
は
、
看
護
は
も
ち
ろ
ん
、
治
療
を
も
必
要
と
す
る
状
態

に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
前
述
の
と
お
り
、
肥
厚
、
変
形
し
て
い
る
爪
が
布

団
に
引
っ
か
か
り
、剥
が
れ
た
り
す
る
な
ど
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、

爪
を
部
分
的
に
切
り
取
る
こ
と
は
、
療
養
上
の
世
話
に
含
ま
れ
得
る
。
ま

た
、
こ
れ
ら
の
病
変
爪
に
対
す
る
爪
切
り
と
い
う
処
置
の
当
否
に
つ
い
て

も
、
本
判
決
が
最
も
信
用
性
が
高
い
と
評
価
す
る
Ｎ
医
師
の
鑑
定
に
よ
れ

ば
、
Ｂ
の
鉤
彎
爪
は
、
隣
の
指
へ
の
当
た
り
具
合
に
よ
っ
て
そ
の
皮
膚
の

損
傷
を
生
じ
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
爪
切
り
の
必
要
と
適
応
が
あ

る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
療
養
上
の
世
話
と
し
て
爪
切
り
を
行
う
必
要

性
・
適
応
性
が
あ
る
と
し
て
、
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、
本
件
爪
切

り
行
為
が
看
護
領
域
に
お
い
て
標
準
的
な
手
法
に
則
し
て
い
た
か
ど
う
か

で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
Ｎ
医
師
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
の
爪
切

り
の
態
様
は
「
標
準
的
な
手
法
」
の
範
囲
内
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（
18
）

。
し

た
が
っ
て
、
本
件
爪
切
り
行
為
に
は
、
客
観
的
に
、
②
看
護
行
為
と
し
て

の
必
要
性
、
手
段
・
方
法
の
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

七
、
以
上
の
よ
う
に
、
看
護
と
し
て
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
上
、
そ
の

方
法
に
お
い
て
も
正
当
で
あ
る
行
為
が
違
法
た
り
得
る
か
ど
う
か
の
判
断

は
、
行
為
の
目
的
に
か
な
り
依
存
す
る
こ
と
と
な
る
。
原
判
決
が
、
本
件

爪
切
り
行
為
を
違
法
と
判
断
し
た
主
な
根
拠
は
、「
爪
を
剥
ぐ
こ
と
自
体

を
楽
し
み
と
し
、
目
的
と
し
て
い
た
」
と
い
う
被
告
人
の
主
観
面
に
あ
る

で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
原
判
決
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
「
痛
み
や
出
血

を
避
け
る
な
ど
患
者
の
た
め
の
配
慮
を
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
が
楽
し
み

と
す
る
爪
切
り
行
為
を
行
い
」、
患
者
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
認
定
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
口
吻
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
で
は
、
行
為
の
客
観
面
で
あ
る

看
護
の
必
要
性
・
相
当
性
に
も
欠
け
る
部
分
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
と
読

む
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
原
判
決
に
よ
っ
て
も
、
患
者
の
肥
厚
し
た

爪
を
指
先
よ
り
も
深
く
切
る
行
為
は
、
療
養
上
の
世
話
に
含
ま
れ
、
仮
に
、

そ
の
際
に
出
血
等
を
生
じ
さ
せ
て
も
看
護
行
為
と
し
て
し
た
も
の
で
あ
れ

ば
、正
当
業
務
行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
性
質
の
行
為
で
あ
り
、

本
件
爪
切
り
行
為
の
客
観
的
不
必
要
性
・
不
相
当
性
は
直
接
的
に
説
示
さ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
件
爪
切
り
行
為
が
違
法
で
あ
る
根
拠
と
し
て
原

判
決
が
摘
示
す
る
事
情
の
う
ち
、
患
者
の
家
族
や
上
司
か
ら
説
明
を
求
め

ら
れ
て
も
フ
ッ
ト
ケ
ア
で
あ
る
と
の
説
明
を
せ
ず
に
自
己
の
関
与
を
否
定

し
続
け
た
こ
と
、
上
司
か
ら
フ
ッ
ト
ケ
ア
を
し
な
い
よ
う
に
告
げ
ら
れ
た
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後
に
Ａ
へ
の
行
為
に
及
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
の
事
情
は
、
被
告
人
の
加
害

目
的
を
補
強
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
爪
切
り

行
為
の
適
法
性
に
つ
き
、
原
判
決
お
よ
び
本
判
決
に
お
け
る
評
価
の
分
水

嶺
は
、
①
看
護
目
的
の
如
何
に
あ
っ
た
と
い
え
る

（
19
）

。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
い
う
、
主
観
的
な
意
味
で
の
看
護
目
的
を
必
要
と

す
る
か
ど
う
か
は
、
お
そ
ら
く
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
治
療
行

為
の
適
法
要
件
の
一
つ
で
あ
る
治
療
目
的
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
主
観
的

目
的
と
し
て
必
要
と
す
る
見
解
と
主
観
的
に
は
不
要
と
す
る
見
解
に
分
か

れ
る
か
ら
で
あ
る

（
20
）

。
主
観
的
な
治
療
目
的
を
不
要
と
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、

治
療
と
し
て
の
必
要
性
と
相
当
性
（
医
学
的
適
応
性
、
医
術
的
正
当
性
）
が
認

め
ら
れ
る
場
合
、
残
る
問
題
は
、
患
者
の
同
意
（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン

ト
）
の
有
無
の
み
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
判
決
が
認
定
す
る
よ
う
に
、

被
告
人
が
も
っ
ぱ
ら
加
害
目
的
に
基
づ
い
て
爪
切
り
行
為
に
出
た
と
さ
れ

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
看
護
と
し
て
の
必
要
性
と
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る

限
り
、
当
該
行
為
が
適
法
と
評
価
さ
れ
る
余
地
は
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
結
論
が
適
当
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

法
益
侵
害
が
、
看
護
と
し
て
是
認
さ
れ
て
い
る
範
疇
か
ら
逸
脱
し
て
惹
起

さ
れ
た
場
合
に
は
、
被
害
者
の
同
意
を
根
拠
に
正
当
化
さ
れ
得
る
こ
と
は

格
別
、
看
護
と
し
て
社
会
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
仮
に
、
原
判
決
の
事
実
認
定
が
正
当
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
被
告
人
の
行
為
は
、「
爪
を
剥
ぐ
こ
と
自
体
を
楽
し
み
と

し
、
目
的
と
し
て
い
た
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
た
と
え

看
護
業
務
の
外
観
を
呈
し
て
い
て
も
、
も
は
や
、
看
護
業
務
の
正
当
な
範

疇
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、

看
護
行
為
が
、
も
っ
ぱ
ら
看
護
目
的
に
基
づ
く
の
で
な
け
れ
ば
正
当
化
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
看
護
業
務
を
遂
行
す
る

際
は
、
当
該
看
護
行
為
に
伴
う
侵
襲
に
つ
い
て
の
認
識
が
不
可
欠
で
あ
る

か
ら
、
単
に
法
益
侵
害
の
認
識
・
認
容
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
看
護

の
適
法
性
は
否
定
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る

（
21
）

。
し
た
が
っ
て
、
社
会

的
相
当
の
看
護
活
動
に
あ
っ
て
は
、
看
護
に
つ
い
て
の
主
観
的
目
的
を
積

極
的
に
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
看
護
の
意
思
が
否
定
さ

れ
な
い
限
り
、
つ
ま
り
、
も
っ
ぱ
ら
加
害
目
的
に
基
づ
く
の
で
な
い
限
り
、

適
法
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
看
護
業
務
の
外
観
を

備
え
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
加
害
目
的
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
客
観
的
に
も
看
護
の
必
要
性
・
相
当
性
が
欠
け
る
場

合
が
大
半
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
看
護
行
為
の
必
要
性
・
相
当
性
に
欠
け

る
と
こ
ろ
が
な
い
な
ら
ば
、
看
護
の
意
思
を
完
全
に
否
定
す
る
事
情
が
な

い
限
り
、
正
当
な
看
護
目
的
が
推
定
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
本

判
決
が
、「
②
の
要
件
（
看
護
と
し
て
の
必
要
性
、
手
段
・
方
法
の
相
当
性
）
を
満

た
す
場
合
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
①
の
要
件
（
看
護
の
目
的
）
も
満
た

す
と
考
え
ら
れ
る
（
括
弧
内
は
筆
者
注
）」
と
判
示
す
る
と
こ
ろ
は
、
至
極
も

っ
と
も
で
あ
り
、
今
後
、
医
療
行
為
に
関
す
る
主
観
的
目
的
の
有
無
が
問

わ
れ
る
事
案
に
お
い
て
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
件
に
お
い
て
は
、
看
護
の
意
思
を
否
定
す
る
特
段
の
事
情
と

し
て
、
被
告
人
が
「
爪
を
剥
ぐ
こ
と
自
体
を
楽
し
み
と
し
、
目
的
と
し
て

い
た
」
の
か
ど
う
か
の
認
定
が
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
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関
し
て
、
原
判
決
は
、
被
告
人
の
捜
査
段
階
に
お
け
る
自
白
の
信
用
性
を

認
め
た
上
で
被
告
人
の
看
護
目
的
を
否
定
し
た
の
に
対
し
て
、本
判
決
は
、

か
か
る
自
白
の
信
用
性
を
否
定
し
、
看
護
の
目
的
を
否
定
す
る
十
分
な
証

拠
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
認
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
原
判
決
も
、

自
白
調
書
記
載
の
、
爪
を
「
剥
い
だ
」
と
い
う
表
現
と
、
自
白
を
除
く
客

観
的
証
拠
か
ら
認
定
で
き
る
被
告
人
の
行
為
態
様
と
が
相
容
れ
な
い
こ
と

に
つ
い
て
は
認
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
原
判
決
は
、
自
白
と
客
観
的
証

拠
と
の
不
整
合
性
よ
り
も
、
自
白
調
書
中
、
被
告
人
に
有
利
な
事
情
の
記

載
が
あ
る
こ
と
、
被
告
人
の
申
出
に
よ
る
訂
正
が
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
Ａ
の
右
足
中
指
に
つ
い

て
は
出
血
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
被
告
人
に
有
利
な
事
情
と
し
て

挙
げ
ら
れ
、
ま
た
、「
痴
呆
」
よ
り
も
「
認
知
症
」
の
方
が
表
現
上
適
切

で
あ
る
な
ど
の
訂
正
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
事

件
の
核
心
と
は
余
り
関
係
が
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し

て
、
爪
を
切
っ
た
の
か
、
剥
い
だ
の
か
と
い
う
点
は
、
本
件
行
為
態
様
、

就
中
、
行
為
の
目
的
と
の
関
係
に
お
い
て
核
心
的
な
部
分
で
あ
り
、
こ
の

点
に
関
す
る
自
白
調
書
の
信
用
性
が
疑
わ
し
い
以
上
、「
爪
を
剥
ぐ
こ
と

自
体
を
楽
し
み
と
し
、
目
的
と
し
て
い
た
」
と
い
う
旨
の
供
述
内
容
に
つ

い
て
も
信
用
性
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（
22
）

。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決

の
認
定
は
妥
当
で
あ
る
。

八
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
爪
切
り
行
為
は
、
①
看
護
目
的
で
な
さ
れ
、

②
看
護
行
為
と
し
て
、
必
要
性
が
あ
り
、
手
段
、
方
法
も
相
当
と
い
え
る

範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
で
な
い
と
判
断
さ
れ
る
が
、
本
判
決
は
、
看
護
行

為
の
適
法
要
件
と
し
て
③
患
者
の
同
意
も
必
要
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

爪
ケ
ア
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
入
院
時
の
入
院
診
療
計
画
を
患
者
本
人
又

は
患
者
家
族
が
承
諾
す
る
こ
と
に
よ
る
包
括
的
な
承
諾
が
あ
れ
ば
足
り
る

の
で
あ
っ
て
、
本
件
行
為
に
つ
い
て
の
個
別
的
な
承
諾
が
な
い
こ
と
を
も

っ
て
正
当
業
務
行
為
性
は
否
定
さ
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
て
お
り
、
妥
当
で

あ
る
。
治
療
行
為
に
つ
い
て
は
、
患
者
の
同
意
（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン

ト
）
を
必
要
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
医
療
現
場
に
お
い
て
、

全
て
の
行
為
に
、
患
者
の
同
意
を
逐
一
要
求
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
困
難

で
あ
ろ
う

（
23
）

。
こ
の
こ
と
は
、
身
の
周
り
の
世
話
を
行
う
看
護
業
務
に
お
い

て
一
層
顕
著
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
的
な
同
意
は
、
身
体
・
生
命

に
対
す
る
リ
ス
ク
の
大
き
な
手
術
等
に
限
っ
て
必
要
で
あ
る
と
理
解
し
、

比
較
的
小
さ
な
侵
襲
を
伴
う
に
過
ぎ
な
い
看
護
業
務
に
つ
い
て
は
、
包
括

的
な
同
意
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
侵
襲
の
小
さ
な
看
護
に

つ
い
て
は
、
包
括
的
同
意
さ
え
必
要
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し

か
し
、
看
護
業
務
の
な
か
に
も
静
脈
注
射
な
ど
比
較
的
大
き
な
侵
襲
を
伴

う
行
為
も
存
在
す
る
こ
と
に
加
え
、
患
者
の
同
意
が
不
要
で
あ
る
と
判
示

さ
れ
て
し
ま
う
と
、
看
護
業
務
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
説
明
が
十
分
に
為
さ

れ
な
く
な
る
と
い
う
弊
害
が
起
こ
り
得
な
い
と
も
い
え
な
い
点
に
鑑
み
れ

ば
、
本
判
決
の
判
示
は
妥
当
と
い
え
る

（
24
）

。

九
、
最
後
に
、
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
に
つ
い
て
二
点
付
言
し
て
お
き

た
い
。
ま
ず
、
爪
ケ
ア
の
構
成
要
件
該
当
性
に
関
し
て
、
原
判
決
は
違
法
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類
型
と
し
て
の
個
別
具
体
的
な
価
値
判
断
を
行
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

本
判
決
は
、
抽
象
的
・
類
型
的
な
判
断
枠
組
を
採
用
し
て
い
る
。
学
説
上
、

適
切
な
治
療
行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
構

成
要
件
該
当
性
を
認
め
た
上
で
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
見
解
が
一

般
的
で
あ
る

（
25
）

。
本
判
決
は
、
明
確
に
後
者
の
立
場
を
採
用
し
た
の
で
あ
り
、

本
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
も
評
価
さ
れ
て
い
る

（
26
）

。
本
判
決
の
立
場
が
特
に

不
当
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
の
健
康
に
資
す
る
治
療
行
為
が
真
に
保
護

法
益
を
侵
害
す
る
と
い
い
得
る
の
か
を
追
究
す
る
構
成
要
件
不
該
当
説
の

考
察
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
被
告
人
が
Ａ
の
右
足

中
指
の
爪
に
貼
ら
れ
て
い
た
絆
創
膏
を
剥
が
し
た
行
為
に
つ
き
、「
爪
甲

が
取
れ
て
爪
床
を
露
出
さ
せ
て
い
る
以
上
、
傷
害
行
為
に
は
当
る
が
、
被

告
人
に
は
傷
害
（
又
は
暴
行
）
の
故
意
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
傷
害
罪

の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
点
に
も
簡
単
に
言
及
し
て

お
く
。
傷
害
罪
は
、
傷
害
の
故
意
あ
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
暴
行
の
故
意

に
よ
っ
て
傷
害
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
も
含
む
と
解
す
る
の
が
判
例
・

通
説
の
立
場
で
あ
る

（
27
）

。
本
判
決
が
、
括
弧
書
き
で
暴
行
の
故
意
に
つ
い
て

も
判
示
し
て
い
る
の
は
、
判
例
・
通
説
の
立
場
を
考
慮
し
た
趣
旨
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
絆
創
膏
を
剥
が
す
行
為
に
つ
き
、
果
た
し
て
暴
行

の
故
意
が
無
い
と
い
え
る
か
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。
爪
の
切
除
の
認
識

が
傷
害
の
故
意
に
あ
た
る
な
ら
ば
、
意
図
的
に
絆
創
膏
を
剥
が
す
行
為
に

暴
行
の
故
意
は
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
本
判
決
の

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
行
為
も
違
法
で
な
い
と
説
く
方
が
率
直
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

十
、
以
上
を
要
す
る
に
、
看
護
師
が
③
包
括
的
な
同
意
を
得
た
上
で
行
う

爪
ケ
ア
は
、
②
看
護
行
為
と
し
て
必
要
で
あ
り
、
手
段
、
方
法
に
お
い
て

も
相
当
な
行
為
で
あ
れ
ば
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
①
看
護
の
目
的

で
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か

ら
、
本
件
被
告
人
の
行
為
は
、
看
護
業
務
上
、
正
当
な
行
為
と
し
て
そ
の

違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
し
た
判
旨
は
、
至
極
妥
当
で
あ
る
。
本
判
決
は
、

看
護
師
に
よ
る
爪
ケ
ア
に
つ
い
て
の
判
断
で
は
あ
る
が
、
看
護
行
為
の
正

当
業
務
行
為
性
に
つ
き
、
一
定
の
基
準
を
示
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
。
特

に
、
看
護
と
し
て
の
必
要
性
・
相
当
性
を
備
え
る
行
為
は
、
特
段
の
事
情

が
な
い
限
り
、
看
護
目
的
の
下
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
が

示
さ
れ
た
点
、
爪
ケ
ア
に
つ
い
て
は
包
括
的
同
意
で
足
り
る
と
判
示
さ
れ

た
点
は
、
看
護
活
動
が
正
当
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
実
情
に
即
し
て
お
り
、

な
お
か
つ
、
看
護
活
動
が
広
く
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し

て
、
非
常
に
有
益
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
看
護
業
務
に
伴
う
侵
襲
は
、
本
件

爪
ケ
ア
の
侵
襲
と
同
程
度
か
そ
れ
以
下
の
場
合
が
大
半
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
本
判
決
が
参
考
と
な
る
範
囲
は
広
い
で
あ
ろ
う
。

（
１
）

本
件
に
関
す
る
事
件
報
道
と
日
本
看
護
協
会
の
広
報
活
動
に
つ
い
て
は
、

『「
爪
の
ケ
ア
」
に
関
す
る
刑
事
事
件
　
経
緯
と
支
援
の
実
際
』（
日
本
看

護
協
会
出
版
会
、
二
〇
一
一
）
二
四
頁
以
下
参
照
。
以
下
、
本
書
を
『
爪

の
ケ
ア
』
と
し
て
引
用
す
る
。

003廣島法學_山川先生縦2段-2  12.7.11 2:47 PM  ページ 59



広島法学　36 巻１号（2012 年）－60

（
２
）

大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
﹇
第
二
版
﹈
二
巻
』〔
宮

野
彬
〕（
青
林
書
院
、
一
九
九
九
）
二
二
九
頁
、
西
田
典
之
ほ
か
編
『
注

釈
刑
法
　
第
一
巻
』〔
今
井
猛
嘉
〕（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
）
三
七
八
頁
参

照
。

（
３
）

町
野
朔
「
違
法
阻
却
事
由
と
し
て
の
業
務
行
為
―
ス
イ
ス
刑
法
三
二
条

を
中
心
と
し
て
―
」『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
』（
有
斐

閣
、
一
九
八
三
）
二
二
四
頁
以
下
参
照
。

（
４
）

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』（
第
三
版
、
創
文
社
、
一
九
九
〇
）
二

〇
八
頁
、
宮
野
・
前
掲
注
（
２
）
二
二
九
頁
参
照
。

（
５
）

内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
中
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
）
四
六
七
頁
、

今
井
・
前
掲
注
（
２
）
三
八
二
頁
参
照
。

（
６
）

上
田
健
二
「
法
令
ま
た
は
正
当
な
業
務
に
よ
る
行
為
」
西
原
春
夫
ほ
か

編
『
判
例
刑
法
研
究
二
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
一
）
二
八
頁
以
下
、
大
谷

實
『
刑
法
講
義
総
論
』（
新
版
第
三
版
、
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
）
二
五
七

頁
、
岡
野
光
雄
『
刑
法
要
説
総
論
』（
第
二
版
、
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
）

一
三
二
頁
参
照
。

（
７
）

石
井
ト
ク
『
医
療
事
故
』（
第
二
版
、
医
学
書
院
、
一
九
九
九
）
八
頁

以
下
、
野
田
寛
『
医
事
法
上
巻
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
四
）
七
九
頁
以

下
、
高
木
繁
子
『
看
護
師
の
法
的
責
任
の
研
究
』（
朝
日
大
学
法
制
研
究

所
、
二
〇
一
〇
）
三
七
頁
以
下
、
山
崎
美
貴
子
・
瀧
澤
利
行
編
『
看
護
の

た
め
の
最
新
医
学
講
座
三
五
　
医
療
と
社
会
』〔
平
林
勝
政
〕（
中
山
書
店
、

二
〇
〇
二
）
二
〇
二
頁
以
下
参
照
。

（
８
）

門
広
繁
幸
「
判
批
」『
医
事
判
例
百
選
』（
一
九
七
六
）
一
四
〇
頁
、
野

田
・
前
掲
注
（
７
）
五
九
頁
以
下
、
伊
藤
榮
樹
ほ
か
編
『
注
釈
特
別
刑
法

第
八
巻
』〔
河
村
博
〕（
立
花
書
房
、
一
九
九
〇
）
五
六
頁
、
佐
伯
仁
志

「
判
批
」『
医
事
法
判
例
百
選
』（
二
〇
〇
六
）
四
頁
参
照
。

（
９
）

日
本
糖
尿
病
教
育
・
看
護
学
会
編
『
糖
尿
病
看
護
フ
ッ
ト
ケ
ア
技
術
』

（
日
本
看
護
協
会
出
版
会
、
二
〇
〇
五
）
一
頁
以
下
、
長
崎
修
二
「『
爪
の

ケ
ア
』
に
関
す
る
刑
事
事
件
に
つ
い
て
の
考
察
　
鑑
定
医
と
し
て
」
看
護

六
三
巻
三
号
（
二
〇
一
一
）
七
九
頁
参
照
。

（
10
）

日
本
フ
ッ
ト
ケ
ア
学
会
編
『
フ
ッ
ト
ケ
ア
』〔
西
田
壽
代
〕（
医
学
書
院
、

二
〇
〇
六
）
二
頁
以
下
参
照
。

（
11
）

大
塚
仁
「
医
療
行
為
と
社
会
的
相
当
性
・
許
さ
れ
た
危
険
」
福
田
平
・

大
塚
仁
『
刑
法
総
論
Ⅰ
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
）
二
一
〇
頁
、
小
松
進

「
医
療
と
刑
罰
」
石
原
一
彦
ほ
か
編
『
現
代
刑
罰
法
大
系
三
巻
』（
日
本
評

論
社
、
一
九
八
二
）
七
四
頁
、
佐
々
木
養
二
『
医
療
と
刑
法
』（
南
窓
社
、

一
九
九
四
）
九
頁
参
照
。

（
12
）

V
gl.,

K
arl

E
ngisch,

D
ie

rechtliche
B

edeutung
der

ärztlichen

O
peration,

in
:

S
tich

/
B

auer
(H

rsg.)F
ehler

und
G

efahren
bei

chirurgischen
O

perationen,4 .
A

ufl.,
B

d.2 ,1958 ,
S.1523

な
お
、
町

野
朔
『
患
者
の
自
己
決
定
権
と
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
）

三
頁
、
斉
藤
誠
二
『
医
事
刑
法
の
基
礎
理
論
』（
多
賀
出
版
、
一
九
九
七
）

一
五
頁
以
下
も
参
照
。

（
12
）
ま
た
、
治
療
行
為
の
適
法
要
件
に
つ
き
、
医
学
的
適
応
性
、
医
術
的
正
当

性
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
三
つ
を
掲
げ
る
代
表
的
見
解
と
し

て
、
甲
斐
克
則
『
医
事
刑
法
へ
の
旅
Ⅰ
﹇
新
版
﹈』（
イ
ウ
ス
出
版
、
二
〇

〇
六
）
三
二
頁
以
下
参
照
。

（
13
）

表
現
は
異
な
る
も
の
の
、
判
断
内
容
は
概
ね
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
（
小
松
・
前
掲
注
（
11
）
七
四
頁
以
下
、
佐
々
木
・
前
掲
注
（
11
）
一

五
頁
以
下
参
照
）。
ま
た
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
細
か
な
違
い
は
、
論
者
ご
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と
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
14
）

学
説
上
、
治
療
行
為
を
包
摂
す
る
広
い
概
念
と
し
て
の
医
療
行
為
の
適

法
性
を
論
じ
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
大
谷
實
『
医
療
行
為
と
法
〔
新
版
補

正
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、
一
九
九
七
）
五
頁
、
一
九
四
頁
、
青
木
清
相
・

武
田
茂
樹
「
医
療
行
為
の
適
法
性
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
四
八
巻
三
号

（
一
九
八
三
）
一
二
八
頁
参
照
。

（
15
）

川
端
博
ほ
か
編
『
裁
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
一
巻
』〔
佐
久
間

修
〕（
立
花
書
房
、
二
〇
〇
六
）
二
一
三
頁

（
16
）

堀
籠
幸
男
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
昭
和
五
三
年

度
）』（
法
曹
会
、
一
九
八
二
）
一
七
〇
頁
以
下
、
神
作
良
二
「
判
解
」

『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
昭
和
五
五
年
度
）』（
法
曹
会
、
一
九

八
五
）
二
四
一
頁
以
下
、
福
崎
伸
一
郎
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解

説
刑
事
篇
（
平
成
一
五
年
度
）』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
六
）
一
八
〇
頁
、
前

田
巌
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
一
七
年
度
）』

（
法
曹
会
、
二
〇
〇
八
）
六
八
四
頁
以
下
、
六
九
三
頁
参
照
。
ま
た
、
下

級
審
裁
判
例
に
つ
き
、
前
掲
注
（
２
）『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法

﹇
第
二
版
﹈
二
巻
』〔
古
田
佑
紀
〕
二
四
二
頁
以
下
参
照
。

（
17
）

高
平
奇
恵
「
判
研
」（
九
州
）
法
政
研
究
七
八
巻
二
号
（
二
〇
一
一
）

二
四
五
頁
参
照
。

（
18
）

フ
ッ
ト
ケ
ア
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
宮
川
晴
妃
編
『
メ
デ
ィ
カ
ル
フ
ッ

ト
ケ
ア
の
技
術
』（
日
本
看
護
協
会
出
版
会
、
二
〇
〇
三
）
一
頁
以
下
、

前
掲
注
（
10
）『
フ
ッ
ト
ケ
ア
』〔
今
井
亜
希
子
・
高
山
か
お
る
・
加
藤
卓

朗
〕
八
八
頁
参
照
。

（
19
）

同
旨
、

清
隆
「
判
批
」
研
修
七
五
一
号
（
二
〇
一
一
）
二
五
頁
参

照
。

（
20
）

今
井
・
前
掲
注
（
２
）
三
九
五
頁
参
照
。

（
21
）

こ
の
点
、
正
当
防
衛
に
お
い
て
防
衛
の
意
思
と
加
害
意
図
が
併
存
す
る

場
合
に
類
似
す
る
が
、
看
護
行
為
の
方
が
よ
り
緩
や
か
に
解
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
「
正
当
防
衛
の
場
合
は
、
対
立
す

る
法
益
が
異
な
る
主
体
に
帰
属
し
て
い
る
が
、
治
療
行
為
、
看
護
行
為
は

同
一
の
法
益
主
体
に
む
し
ろ
利
益
が
生
じ
る
と
い
う
性
質
を
有
す
る
」

（
高
平
・
前
掲
注
（
17
）
二
四
七
頁
）
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
22
）

同
旨
、
中
島
宏
「
判
批
」『
刑
事
弁
護
』
六
五
号
（
二
〇
一
一
）
一
五

五
頁
参
照
。
な
お
、
供
述
証
拠
と
客
観
的
証
拠
の
符
合
性
判
断
に
つ
い
て
、

石
井
一
正
『
刑
事
事
実
認
定
入
門
』（
第
二
版
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二

〇
一
一
）
五
九
頁
以
下
、
司
法
研
修
所
編
『
自
白
の
信
用
性
』〔
田
崎
文

夫
・
龍
岡
資
晃
・
田
尾
健
二
郎
〕（
法
曹
会
、
一
九
九
一
）
五
一
頁
以
下

参
照
。

（
23
）

町
野
・
前
掲
注
（
12
）
一
七
五
頁
、
高
平
・
前
掲
注
（
17
）
二
四
八
頁

以
下
参
照
。
同
趣
旨
の
理
由
か
ら
、
看
護
の
正
当
業
務
行
為
の
要
件
に
患

者
の
承
諾
は
不
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
上
田
國
廣
「
解
説
」
前

掲
注
（
１
）『
爪
の
ケ
ア
』
一
五
頁
参
照
。

（
24
）

荒
井
俊
行
「
解
説
」
前
掲
注
（
１
）『
爪
の
ケ
ア
』
一
二
頁
参
照
。

（
25
）

今
井
・
前
掲
注
（
２
）
三
九
四
頁
以
下
参
照
。

（
26
）

高
平
・
前
掲
注
（
17
）
二
四
四
頁
、

・
前
掲
注
（
19
）
二
三
頁
参

照
。

（
27
）

大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
﹇
第
二
版
﹈
一
〇
巻
』

〔
渡
辺
咲
子
〕（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
六
）
四
〇
七
頁
参
照
。
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